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○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
百
二
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

別
表

別
表

地
域
相
談
支
援
給
付
費
単
位
数
表

地
域
相
談
支
援
給
付
費
単
位
数
表

第
１

地
域
移
行
支
援

第
１

地
域
移
行
支
援

１
地
域
移
行
支
援
サ

ービ
ス
費

2
,
32
3
単
位

１
地
域
移
行
支
援
サ

ービ
ス
費

2
,
31
3
単
位

注
１

～３

（略

）

注
１

～３

（略

）

１
の
２
初
回
加
算

5
00
単
位

（新
設

）

注
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
が
指
定
地
域
移
行
支
援
を
行
っ
た
場
合

、

に
指
定
地
域
移
行
支
援
の
利
用
を
開
始
し
た
月
に
つ
い
て
１
月
に
つ

、
、

き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。
２
・
３

（略

）

２
・
３

（略

）

４
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
体
験
利
用
加
算

3
0
0単
位

４
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
体
験
利
用
加
算

3
0
0単
位

注
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
が
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
に

注
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
が

地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
に

、
、

対
し
て
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
体
験
的
な
利
用
支
援

（指
定
基
準
第
2
2

対
し
て
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
体
験
的
な
利
用
支
援

（指
定
基
準
第
2
2

、
、

条
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
体
験
的
な
利
用
支
援
を
い
う

。以
条
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
体
験
的
な
利
用
支
援
を
い
う

。以

下
同
じ

。

）を
提
供
し
た
場
合

（１
の
注
２
に
定
め
る
場
合
を
除
く

。

）
下
同
じ

。

）を
提
供
し
た
場
合

（１
の
注
２
に
定
め
る
場
合
を
除
く

。

）

に
1
5
日
を
限
度
と
し
て
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

に
1
5日

（障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
体
験
的
な
利
用
支
援
の
提
供
開
始
日

、
、

、

か
ら
9
0日
以
内
に
限
る

。

）を
限
度
と
し
て
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数

、

を
加
算
す
る

。

５
体
験
宿
泊
加
算

５
体
験
宿
泊
加
算

イ
体
験
宿
泊
加
算

（Ⅰ

）

3
0
0
単
位

イ
体
験
宿
泊
加
算

（Ⅰ

）

3
0
0
単
位

ロ
体
験
宿
泊
加
算

（Ⅱ

）

7
00
単
位

ロ
体
験
宿
泊
加
算

（Ⅱ

）

7
00
単
位

注
１
イ
に
つ
い
て
は
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
が

地
域
相
談
支
援

注
１
イ
に
つ
い
て
は
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
が
地
域
相
談
支
援

、
、

、
、
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給
付
決
定
障
害
者
に
対
し
て
体
験
的
な
宿
泊
支
援

（指
定
基
準
第
23

給
付
決
定
障
害
者
に
対
し
て
体
験
的
な
宿
泊
支
援

（指
定
基
準
第
23

、
、

条
第
１
項
に
規
定
す
る
体
験
的
な
宿
泊
支
援
の
う
ち
単
身
で
の
生
活
に

条
第
１
項
に
規
定
す
る
体
験
的
な
宿
泊
支
援
の
う
ち
単
身
で
の
生
活
に

向
け
た
も
の
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）を
提
供
し
た
場
合

（１
の
注
２

向
け
た
も
の
を
い
う

。以
下
同
じ

。

）を
提
供
し
た
場
合

（１
の
注
２

及
び
注
２
に
定
め
る
場
合
を
除
く

。

）に
イ
及
び
ロ
を
合
計
し
て
1
5

及
び
注
２
に
定
め
る
場
合
を
除
く

。

）に
イ
及
び
ロ
を
合
計
し
て
1
5

、
、

日
を
限
度
と
し
て

１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

日

（体
験
的
な
宿
泊
支
援
の
提
供
開
始
日
か
ら
9
0
日
以
内
に
限
る

。

）

、

を
限
度
と
し
て
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

、

２
ロ
に
つ
い
て
は
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
が

地
域
相
談
支
援

２
ロ
に
つ
い
て
は
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
が
地
域
相
談
支
援

、
、

、
、

給
付
決
定
障
害
者
に
対
し
て
体
験
的
な
宿
泊
支
援
を
提
供
し
か
つ

給
付
決
定
障
害
者
に
対
し
て
体
験
的
な
宿
泊
支
援
を
提
供
し
か
つ

、
、

、
、

当
該
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
当

当
該
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
当

、
、

、
、

該
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
に
対
し
て
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間

該
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
に
対
し
て
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間

帯
を
通
じ
て
必
要
な
見
守
り
等
の
支
援
を
行
っ
た
場
合

（１
の
注
２
に

帯
を
通
じ
て
必
要
な
見
守
り
等
の
支
援
を
行
っ
た
場
合

（１
の
注
２
に

定
め
る
場
合
を
除
く

。

）に
イ
及
び
ロ
を
合
計
し
て
1
5日
を
限
度
と

定
め
る
場
合
を
除
く

。

）に
イ
及
び
ロ
を
合
計
し
て
1
5日

（体
験
的

、
、

し
て
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。

な
宿
泊
支
援
の
提
供
開
始
日
か
ら
90
日
以
内
に
限
る

。

）を
限
度
と
し

、

て
１
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る

。
、

第
２
地
域
定
着
支
援

第
２
地
域
定
着
支
援

地
域
定
着
支
援
サ

ービ
ス
費

地
域
定
着
支
援
サ

ービ
ス
費

イ
体
制
確
保
費

3
0
2単
位

イ
体
制
確
保
費

3
0
1単
位

ロ
緊
急
時
支
援
費

7
05
単
位

ロ
緊
急
時
支
援
費

7
03
単
位


